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議第１６１号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

 損害賠償の額を次のとおり定めるものとする。 

 

  令和６年１２月２３日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      

 

 

１ 損害賠償の額      １，１１９，８９５円 

              （市の過失割合 １００分の１００） 

２ 損害賠償の相手方    ※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

               ※※ ※※ 

３ 損害賠償の事由 

  令和５年１１月１２日午後１時頃、市内前渡西町２丁目地内の羽島用水上部利用

地（せせらぎ水路）に設置されていた木製ベンチに相手方が腰掛けたところ、腐食

していた当該ベンチの脚が折れて座面ごと地面に落ち、背中を負傷した。 
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